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いじめ対応に関する事例研修資料について 

いじめ対応に関する事例研修資料について、協議事項として以下のとおり提案する。 
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いじめ対応に関する事例研修資料について 

 

 

１．いじめ対応に関する事例研修資料について 

本市のいじめの認知件数は増加しているが、積極的にいじめを認知し、解消に向けた取

組を行うことについては文部科学省も肯定的に評価している。一方、いじめ重大事態の件

数も増加傾向にあり、重大事態の発生件数が多いことは深刻な課題と受け止めている。 

そのような状況の中、神戸市いじめ問題審議委員会において、本市のいじめ重大事態の

傾向を把握し、いじめの重大化を防ぐことを目的とし、いじめ対応に関する事例研修資料

を作成していただいた。 

 

 

２．研修資料の活用について 

 本研修資料は、本市で実際に起こったいじめの重大事態を一部参考にしていることか

ら、学校現場の実情に即した内容となっている。 

作成にあたっては、学校現場で、本研修資料が繰り返し活用されるよう、事例及び各専

門家からのアドバイスを１ページにまとめることで、短時間で繰り返し研修できるように

工夫されている。また、各校の生徒指導係教員がすぐに研修に取り組めるよう、ワークシ

ートもあわせて提供する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年７月 

神戸市教育委員会 

 

「学び続ける組織」を目指して 

 

 

いじめ対応に関する事例研修資料 

 

～いじめを重大化させないために～ 

 

（管理職・研修担当者用） 



１．はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２．事例研修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

□ チェック「校長のリーダーシップ・チーム学校による生徒指導体制」・・・２ 

① 性被害によって不登校になった事例・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

② クラスのリーダーが不登校になった事例・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

□ チェック「組織で対応・保護者と連携した児童生徒支援」・・・・・・・・５ 

③ 暴力行為と金銭要求が繰り返し行われた事例・・・・・・・・・・・・ ６ 

④ 複数の児童からのいじめにより登校ができなくなった事例・・・・・・ ７ 

□ チェック「学校だけで抱え込まない関係児童生徒への成長支援」・・・・・８ 

⑤ おごり行為から恐喝へといじめがエスカレートした事例・・・・・・・ ９ 

⑥ 事実確認が困難になった事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

□ チェック「いじめ早期対応を行うための、アンケート実施体制の整備」 １１ 

⑦ おごりおごられ行為がエスカレートした事例・・・・・・・・・・・ １２ 

⑧ いじめを行った生徒への指導が行われなかった事例・・・・・・・・ １３ 

□ チェック 「児童生徒理解を大切にした教育相談体制の確立」・・・・・ １４ 

⑨ 部活動での暴力行為が重傷事故になった事例・・・・・・・・・・・ １５ 

⑩ 「いじり」と「からかい」によって不登校になった事例・・・・・・ １６ 

□ チェック「学校が学び続ける組織であり続けるために」・・・・・・・  １７ 

⑪ ＳＮＳをとおして問題が複雑化した事例・・・・・・・・・・・・・ １８ 

⑫ ＳＮＳのトラブルから不登校になった事例・・・・・・・・・・・・ １９ 

 

目 次   



１ 

■はじめに 

近年、子供たちを取り巻く環境が大きく変化する中、神戸市においても、全国と同様にいじめ認

知件数は増加傾向となっており、重大事態の発生数も少なくありません。 

そこで、「神戸市いじめ問題審議委員会」の委員の皆様に、神戸市で発生したいじめの重大事

態を分析いただき、いじめの重大化を防ぐための研修資料作成にご協力いただきました。 

いじめについては、特定の教職員だけが抱え込むことなく、チームとして共通理解を図り、組織的

に対応することが必要です。すべての児童生徒が生き生きと学校生活が送れるよう、管理職はもと

より、教職員一人一人が本資料を積極的に活用して「いじめ問題」に取り組むことを願っています。 

 

 

本資料の使い方（例） 

①研修用ワークシート（以下WS）を配布し、問題点について協議する。 

②解説資料を配布し、自校の考え方を整理する。 

③各研修者が考えを整理する。 

☆研修は、繰り返し行うことが効果的です。職員会後のわずかな時間等でも取り組める内容とな

っていますので、短時間で繰り返し活用し、各校の生徒指導体制構築に役立ててください。 

☆研修用 WS は、Word データで格納していますので、各校の実情に合わせて編集して活用くだ

さい。 

☆事例中の赤下線は、各専門家が作成した「１ 具体的な手立て」や「２ ポイント」と結びつくよう

になっています。各校において多角的・多面的な視点で生徒指導対応を行う際の参考にしてく

ださい。 

☆事例間には、いじめを重大化させないための「チェック」を記載しています。なお、記載内容は生

徒指導提要を参考としていますので、各校において、生徒指導提要も積極的に活用してくださ

い。 

★各事例は、本市で実際に起こったいじめの重大事態を一部参考にしていますが、複数の事例を

組み合わせた創作事例であり、個人が特定されるものではありません。 

 

 

最後に、作成にあたっては、「神戸市いじめ問題審議委員会」において、企画から構成までご提

案いただきました。 

作成に携わっていただいたすべての委員の皆様に対し、この場を借りてお礼申し上げます。 

 

令和７年７月 

神戸市教育委員会事務局 児童生徒課 

【研修担当者の方へ】 
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□校長のリーダーシップ 

チーム学校とは、「校長のリーダーシップの下、カリキュラム、日々の教育活

動、学校の資源が一体的にマネジメントされ、教職員や学校内の多様な人材

が、それぞれの専門性を生かして能力を発揮し、子供たちに必要な資質・能力

を確実に身に付けさせることができる学校」です。 

チーム学校による生徒指導体制づくりにおいて、校長や教頭といった管理

職の指導の下に、生徒指導関係教員を中心とするマネジメント体制を構築し、

生徒指導部会を開催し、学校全体の生徒指導を推進することが大切です。 

しかし、いじめへの対応において組織が効果的に機能していないために、い

じめの重大化を防げなかったケースが見られます。実効的な組織とするため、

定期的に実施されている児童生徒の情報共有の場等に管理職も参加する必

要があります。 

特にいじめが発生した際には、校長のリーダーシップの下、何よりも被害者

保護を最優先とした対応を行いましょう。 

 

□チーム学校による生徒指導体制 

学校がチームとして機能するためには、教職員同士（教員のみならず事務

職員や学校技術職員、SC、SSW 等も含む）はもとより、教職員と多職種の専

門家や地域の人々が連携・協働して教育活動を展開することが求められます。 

しかし、知識や経験、価値観や仕事の文化の違う者同士が関係性を築いて

いくのは容易ではなく、日頃から、どんなことでも問題を全体に投げかける教

職員の雰囲気や、互いの専門性に由来するものの見方等を互いに理解する

姿勢が必要になります。 

生徒指導部の構成ですが、SC や SSＷ等の専門職を生徒指導部のメンバ

ーとして位置付けることで、多角的な視点からの状況分析・評価や幅広い対

応が可能になります。また、いじめの問題が複雑化し、対応が難しくなりそうな

ケースについては、早い段階で SC や SSW等を交えたケース会議を行い、丁

寧なアセスメントに基づいた多面的な対応を進めましょう。 

なお、チーム学校による生徒指導体制については、「生徒指導提要 第３章 

チーム学校による生徒指導体制」に詳しく記載されています。 
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① 性被害によって不登校になった事例 

   

小学4年生のAが同じ学級のＢ、Ｃと一緒に公園で遊んでいた際、突然、ＢがAのズボンの上から陰部を触った。

A はびっくりして「何するの」とＢに言うと、Ｂは「触ったっていいじゃん」と笑いながら言い、さらに触った。Ｃ

も「パンツ脱がせるぞ」と言って、Ａのズボンに手を掛けた。Aが「やめてよ」と叫び、必死に抵抗する様子を、Bは

笑いながら見ていた。 

1カ月後、別の公園で、Aは友人を含む6人で遊んでいた。ＢはAに「パンツ下げて」と言った。Aは「えっ、嫌

だよ」と言ったが、Ｃが無理やりAのズボンを下げたため、Aはパンツのみ着用した状態でその場に立った。さらに

Bが「パンツ下げないと殺すぞ」と言ったので、Aはパンツを下げた後、パンツをゆっくりと上げ下げした。その様

子を見てA以外の５人はくすくすと笑っていた。 

翌日から、Ａは不登校になった。１-① A の保護者は学校に相談したが、1-②・③、2-①  学校からは警察に相談するよう

にと回答があった。A が不登校になって以降、学校からは別室登校や、関係機関の案内はあったが、Ａに積極的に関

わろうとしない学級担任に対し、保護者は不信感をもっていた。1-② その後、Aの保護者は警察に被害届を提出した。 

 

【 医師からのアドバイス 】 

１ 具体的な手立て 

➀ 学校内でチームを組み介入 

状況が判明した段階で、担任、学年主任、管理職、養護教員、SCなどが役割分担を行い、チームを組んだ上で介入

しましょう。被害届が出た後は警察と連携しつつ、学校も弁護士（教育委員会の学校法務専門官を含む）など第三者

に相談します。学校以外で起こっていることも、いじめ対応は学校の責務となっています。すべて学校が対応するこ

とには限界がありますが、関係機関等と連携し、学校の立場でできる児童への支援を検討しましょう。 

➁ 被害児童への対応 

被害状況について話をしてくれるのであれば誠意をもって聴き取りを行いましょう。その際、被害児童が開示して

いない被害については，直接問わずにオープンな働きかけで児童から語ってもらうよう努めます。安心感がとても大

切であり、SCにサポートしてもらうことも一案です。複数人や複数回の聴き取りは侵襲的であり慎むようにし、体調

や自宅での過ごし方など現在の状況や困りごと、学校に対する希望を確認しましょう。保護者からも話を聴き、学校

の対応等について適宜説明しながら対応を進めていくことが大切です。 

➂ 加害児童への教育的対応 

時間が経つと記憶は曖昧になりやすいので、加害児童保護者と連携のうえ、できるだけ早急に聴き取りを行いまし

ょう。その際は、加害児童の背景に心理的ストレスやいじめ、被虐待がある可能性を念頭に置きます。また、直接行

為のなかった児童へも適切な聴き取りと指導が必要です。加えて、学年や学校単位でいじめアンケート、教育（プラ

イベートゾーンなどの性教育、生命（いのち）の安全教育、他者を尊重する人権教育等）を行うことも大切です。 

２ ポイント 

➀ 被害者の外傷体験の取り扱い 

いじめなどの外傷体験後、被害者は時間が経っても生々しい体験や感情を再体験している可能性があります。安易

に加害者や加害行為を「許すこと」を求めることはできません。心のケアについても慎重に行いましょう。 

➁ 対処した教職員のストレスケア 

被害者の保護者のつらさが時に攻撃性として学校に向けられることもあります。学校全体で役割分担を確認しつつ、

チームで対応しましょう。 

   

 

Ａ・Ｂ・Ｃは女子、男子、どちらだと思ったでし

ょうか。男女を入れ替えて考えてみてください。自

分の中に性別による思い込みがあるかもしれませ

ん。 

性別による思い込み  

児童生徒等が被害者となる事案の聴取方法（令和６

年５月30日付 教委児第329号）について、参考動

画を神戸教育ポータルに格納しています。本研修資料

とあわせて活用してください。 

教育機関向け視聴覚教材の活用 
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② クラスのリーダーが不登校になった事例 

 
小学６年生のAは普段からカッとなることが多くあった。そんなAを支援したいと考えた担任は、1-①、1-②、2-① ク

ラスのリーダー格で面倒見のよいBに、「Aの話を聞くなど支えてほしい」とお願いした。 

あるとき、A は複数の児童の会話のなかに自身も入れてもらおうとしたところ拒まれた。A は立腹し、近くの机を

蹴った。担任からAの支援を頼まれていたBはAを制止したが、Aは大声を出して暴れた。その様子をみた担任は、

Aを抱きかかえるようにして制止させた。 

次の日、Bが体育館から教室に戻った際、Aからはさみを向けられた。BはAを注意しつつも、身の危険を感じA

から逃げた。AはさらにBを追いかけ、追いついたAは、Bの顔の前に再度はさみを向けた。BはAからはさみを取

り上げたが、そのとき、指を切るケガをした。はさみを取り上げられたAは大声をあげ、Bを蹴った。 

放課後、担任はB宅に家庭訪問し、保護者に状況を説明した。2-② その日の夜、Bの保護者から学校に連絡があり、

BがAにはさみを向けられたことを思い出し精神的に不安定になっていると相談があった。 

その後、Bは断続的に欠席するようになり、不登校になった。1-③、2-②、2-③ 学校はA宅へ家庭訪問をしたところ、A

の保護者は精神疾患を抱えており、Aは家庭内で家事や保護者の世話をしていることが分かった。2-①、2-③ 

 

【SSW（スクールソーシャルワーカー）からのアドバイス】 

１ 具体的な手立て 

➀ Aの不安定な状況が出やすい傾向を担任なりに捉えておく 

教職員は「Aがカッとなること」がどのようなときに現れやすいのか、捉えておくことも必要です。たとえば、そろ

そろ疲れてきた金曜日にカッとなりやすいのか、家庭で過ごしたあとの月曜日に多いのかなどです。その状況をある

程度把握しておくことで、AとBとの関係を調整することもできます。 

② A自身の行動の背景となるものをSSWやSCとの協力によって情報を得る 

Aの背景についてSSWやSCの力を活用し、情報を得ることで、教員自身のAの見方が変化する可能性もありま

す。A自身の困難を受けとめることが、Aの行動変容につながることがあります。 

③ Bが自信を取り戻して登校できるよう関わる 

Bの不登校に対しても、SSWやSCとの協力により、B自身がもっていた自信を取り戻せるよう働きかける必要が

あります。何よりもまず、担任としてBが自分から教員に話すことができるような環境を再構築する必要があります。

担任一人で抱えるのではなく、指導的立場の教員や他の専門職との連携も有効です。 

２ ポイント 

➀ それぞれの児童生徒をより理解するために他の専門職との連携を図る 

教員一人ですべてを解決しようとするのではなく、同僚を含む他の専門職との連携を図りながら、多様な児童生徒

に対応できる体制を整えることが必要です。本ケースはヤングケアラーの可能性もあります。配置されている専門職

と連携し児童生徒理解を図りましょう。 

② 保護者と情報提供を図る 

保護者との連携も大切です。不登校になった場合、さらに丁寧に連携をとることが必要です。このケースでは、リ

ーダー的存在であったBが不登校になってしまったというつらい状況になってしまっています。保護者との情報共有

を踏まえ信頼関係を新たに構築していくことも必要です。 

③ 児童生徒理解に努める 

担任として預かった児童生徒たちを信じる気持ちをもつことも、教員としては大切なことです。信頼していること

が伝わることは、児童生徒たちにとっても信頼できる先生とうつります。担任として信頼していたBですが、彼（彼

女）に負担をかけすぎてはいなったでしょうか。Aにとって学校は信頼できる場だったのでしょうか。 

 ヤングケアラーは日本ケアラー連盟により「家族にケアを要する人がいる場合に、大人が

担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている 18 歳未満の

子ども」と定義されています。ヤングケアラー自身から他者に相談することはあまりないといわれています。

SSWやSCと連携しながら対応していきましょう。厚生労働省・文部科学省（2021）は、ヤングケアラーの

人数は、中学生では約17人に１人、小学生では約15人に１人程度と報告しています。 

ヤングケアラー 



５ 

□学校いじめ対策組織における組織的な対応 

いじめ防止対策推進法（以下：法）により、全ての学校はいじめに関する問

題を特定の教職員で抱え込まずに組織的に対応するために、「学校いじめ対

策組織」などの名称の校内組織を設置することが義務付けられています。また、

教職員がいじめに関する情報を抱え込み、対策組織に報告を行わないことは

法第 23条第１項に違反し得ることを、教職員間で再度確認してください。 

いじめ認知後は、学校いじめ対策組織で対応方針を継続して協議します。

その際、被害児童生徒の理解と傷ついた心のケアについて、専門職も含め、

多面的に検討を行い、二次的な問題（不登校、自傷行為、仕返し行動など）の

発生を未然に防ぐようにしましょう。 

なお、いじめへの対応の原則については、「生徒指導提要 第４章 いじめ」

に詳しく記載されています。 

 

□保護者と連携した児童生徒支援 

いじめの被害にあった児童生徒やその保護者は、不安な思いを抱え、日々

を過ごしています。学校は、被害児童生徒に対し、安心感のある関係づくりに

努めます。 

また、いじめが深刻化するケースとして、学校が被害児童生徒のニーズを十

分に確認できておらず、結果として学校と被害児童生徒や保護者との関係が

悪化することがあります。 

学校は、被害児童生徒のニーズを把握し、安全を確保できる居場所や、い

じめる児童生徒や学級全体への指導に関する具体策を積極的に提案したう

えで被害児童生徒や保護者に選択させるなど、寄り添った対応を続けます。 

保護者は子供の教育の第一義的な責任者であり、家庭教育が子供に与え

る影響には大きく、学校教育を円滑に進めるためには、学校は家庭とのパート

ナーシップを築くことが不可欠です。 

本市では、「生徒指導に関する基本的な方針（令和３年６月）」において、

「生徒指導において保護者はチームの一員であり、互いの信頼関係を築くこと

に努める」と示しています。学校と保護者が被害児童生徒を中心に据えて連

携し、支援を共に考えていく姿勢が大切です。 
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③ 暴力行為と金銭要求が繰り返し行われた事例 

   

小学４年生のころ、AとBは日頃から一緒にいたので、学校は2人が仲の良い友達だと認識していた。学校は、5

年生への進級に伴う学級編成で、AとBを同じクラスとした。 

５年生の１学期、BがAに「金持ってきたか」と迫り、AはBに3千円を手渡した。BはAを睨みつけ「なんだ

これだけかよ。もっと出せよ」と言ってAの髪を引っ張った。Bは痛がるAを無視するように、何度もその場で引き

ずり回した。 

以降、BはAに対して恐喝を繰り返すようになった。AがBに渡していた金額は、1回あたり数百円程度のときも

あれば、1万円を超えることもあった。Aはお年玉を少しずつBに渡しており、Bはその金をカードゲームやお菓子

の購入、ゲームセンターでの遊興費に充てていた。AはBに対して、恐怖心を抱いていたが、金を渡すとBの機嫌は

良くなったので、日常的にお金を渡し続けた。 

小学6年生になり２人は別のクラスになったが、BからAへの暴力行為と恐喝は続いた。ある日、Aの母親が買い

物に出掛けようとした際、財布の中のお金が明らかに減っていることに気付き、いじめが発覚した。A の保護者が学

校に相談した際、学校からは警察に相談するように助言があったが、A の保護者は、警察へ相談をすることでよりい

じめがエスカレートするのではないかと不安に思った。1-①、2-①、2-② しかし、それ以降、学校からの連絡がなかった

ので、Aの保護者は警察しか頼るところはないと考え、警察に相談することにした。１-②・③、2-③ 学校は警察からの連

絡を受け、Aの自宅に担任と学年主任が家庭訪問をしたが、AとAの保護者から信頼を取り戻すことはできなかった。 

 

【弁護士からのアドバイス】 

１ 具体的な手立て 

➀ A及び保護者に被害届提出の意向を確認しつつ、事実関係を整理していく 

A が警察に相談した場合は触法事件となり調査が行われる可能性があるため、警察と情報共有しながら事実関係を

整理していく必要があります。ただし、警察への相談をされない場合は、学校としての積極的な調査が必要です。 

➁ Aが安心して登校できる方法を積極的に提案していく 

学校は事案認知後、事実確認をするように努めますが、並行して、Ａが安心して登校できるようにＡの保護者と連

携し、学校ができることを積極的に提案していくことが重要です。Aの保護者との信頼関係構築にもつながります。 

➂ 被害児童であるAの気持ちや意向を中心として、被害者側との信頼関係を再構築していく 

対応の遅れなどは素直に認めて謝罪しつつ、Ａの気持ちに耳を傾けながら、丁寧な説明をすることで、信頼関係を

再構築するよう努めましょう。 

２ ポイント  

➀ 犯罪行為に関する警察との連携 

生徒指導提要には、事案が発生した際には、迅速に対応し、必要に応じて関係機関等との連携が図れるように、日

頃から顔の見える関係をつくっておくことが大切であるとの記載があります。各学校においても、平時から所轄の警

察署や少年サポートセンターと顔の見える関係をつくっておくことで、迅速な対応が可能となります。 

➁ 事実関係の整理 

建設的な議論を進めるためには、事実関係について関係者（学校・児童生徒・児童生徒保護者・関係機関等）で共通

認識をもつことが不可欠です。そのための聴き取りや事実関係の整理を丁寧に行いましょう。 

③ 被害児童への登校支援 

被害者に寄り添うためには、被害児童への登校支援が必要であり、学校からの積極的な提案が望ましいでしょう。 

  

 
 

刑事責任が問われるのは14歳以上の少年に限ら

れている。14歳未満で犯罪を行った少年は、「触法

少年」として児童相談所等が対応することになりま

す。 

 

 

・対教師暴力 266件 ・生徒間暴力 565件 

・対人暴力     6件 ・器物損壊  113件 

 合計 ９５０件  

令和５年度 神戸市の児童生徒の暴力件数  
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④ 複数の児童からのいじめにより登校ができなくなった事例 

     

小学6年生のAは、５月頃より同級生のB、C、D、Eらから、筆箱隠しや靴隠し、冷やかし、頭や腕を叩くなど

のいじめ行為を受けていた。ある日、冷やかしに腹を立てたAがDを追いかけたところ、Dが転倒し出血を伴う軽い

怪我をした。1-③ 数日後、A は校内でこの４人を含めた複数の児童に取り囲まれ、D に怪我をさせたことについて激

しく罵倒された。1-①  帰宅後Aは母に「学校に行きたくない」と泣きながら訴えた。驚いたAの母はすぐに学校に電

話したが、電話のみで対応した担任に対して、1-②、③ いじめに気付かなかったこと、加害者への対応が甘いことなど

に不満をもった。Aはこの一件以降登校できなくなり、Aの保護者の要望を受けた担任は夏休みに7日間、Aに対す

る学習時間をとった。2-①・② 

９月にはSCを交えてAの保護者と話し合いを行い 、今後は校長室での個別学習を行いながら 2-② SCと連携のう

え問題解決に向けた支援を行うこととした。A は、数日間は校長室に登校することはあったが、教室に復帰すること

はできなかった。その後、青少年育成センターに通うことになったが、再登校はできなかった。 

 

【大学教員からのアドバイス】 

１ 具体的な手立て 

➀ 担任は、日常生活における児童間の人間関係を把握する 

担任は、遊びや雑談の機会を通して児童とふれあう中で、児童一人一人の様子や人間関係を細かく観察し、人間関

係の歪みに早期に気付くようにしましょう。また「冷やかし」の対象になっている児童が、担任に相談することがで

きる場や機会をつくることも大切です。すべての児童をすべての教職員で見守る意識のもと、児童の人間関係の小さ

な変化にも対応することができる学校の生徒指導体制を構築しましょう。 

➁ 保護者からの訴えは、直接会って話を聴く 

我が子から「学校に行きたくない」と訴えられた保護者は気持ちが動転します。保護者から相談を受けたとき、担

任は児童本人や保護者に直接会って話を聴き、一緒に解決しようという気持ちを共有することが大切です。このよう

な担任の姿勢が、問題解決に向かう信頼関係を築く第一歩になります。 

➂ 校内で起こった怪我などの案件は、その原因と処置について責任をもって対処する 

学校の管理下で起こった出血を伴う怪我の事案（軽微なものも含む）については、その怪我の起こった状況を聴き

取るとともに、その処置を適切に行うことは再発防止のためにも重要です。特に、被害・加害がある場合は、双方の

児童からそのときの状況や心情について丁寧に話を聴き取り、「ごめんね」「いいよ」で済まさず、双方の児童や保護

者が納得できる説明をすることが重要なポイントです。事案の背景までしっかりと読み解いて対処することが、いじ

めの早期発見や深刻化を防ぐことに役立ち、児童間のよりよい人間関係形成につなげることができます。 

２ ポイント 

➀ 校内いじめ対策委員会を立ち上げ、組織的にいじめ対策に取り組む 

いじめ事案認知後、被害児童への支援といじめ加害児童への指導等の具体的な対策について計画を立て、組織的に

対応します。管理職の指揮監督のもと、生徒指導係教員はいじめの実態調査を行う、SCは児童の心のケアを行う、学

級担任は学級内の人間関係のゆがみを修正しながら学級経営を行うなど、担任一人で抱え込まないようにすることが

大切です。また、状況によっては、管理職が保護者対応を行うことも必要です。 

➁ 不登校児童の学校復帰は段階を踏み、環境整備を行う 

学校復帰に気持ちが向いた児童に対しては、安心して登校できる環境整備が重要です。別室への登校については、

保健室やSCの相談室等で行うなど、児童が安心できる環境を整えるようにしましょう。 

   

 
 

・見えないところで被害が発生している場合もあることから、児童生徒の感じる被害性に着目し判断します。 

・いじめは、単に謝罪をもって安易に「解消」とすることはできません。 

・いじめに関する情報の抱え込み、対策組織に報告をしないことは、いじめ防止対策推進法第２３条第1項に

違反し得るので、教職員間での情報共有を徹底しましょう。 

いじめ防止等のための基本的な方針の改訂（文部科学省、平成29年） 



８ 

□加害児童生徒への指導 

法は保護者の責務として、「その保護する児童等がいじめを行うことのない

よう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を

行うよう努めるものとする。」と、厳しく指導する側面を強調し、「いじめをしない

子供」に育つように成長支援という視点から働きかける方向性が弱いことが

考えられます。 

いじめの重大事態の調査に関するガイドラインにおいても、加害児童生徒

への指導について「当該児童生徒が抱える課題や家庭環境、事案の内容を

踏まえつつ成長支援の観点から指導及び支援を行う」と記載されています。 

学校は、加害児童生徒に被害児童生徒の傷つきを認識させて十分な反省

を促すとともに、加害児童生徒保護者にもいじめの事実を正確に説明し、学

校と加害児童生徒保護者が協力して、成長支援という視点をもちながら加害

児童生徒を指導することが求められます。被害児童生徒の保護者はもとより

加害児童生徒の保護者との連携を図ることが、いじめの解消と再発防止にお

いて重要です。 

 

□少年サポートセンターや警察署等の警察機関との連携 

学校は、いじめが犯罪行為として取り扱うべきであると認めるときは、法第２

３条第６項に基づいて所轄警察署と連携して対処するものとしており、被害児

童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直

ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求めなければなりません。 

令和５年２月７日付け「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携

等の徹底について（通知）」には、「重大ないじめ事案やいじめが犯罪行為と

して取り扱われるべきと認められる事案において学校が警察に相談・通報を

行うことは法令上求められており、こうした事案について警察への相談・通報

を行ったことは、学校として適切な対応を行っているとして評価されるものであ

ること」との記載もあります。 

教育委員会から保護者に「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との

連携について」を周知しています。学校・教育委員会と警察の連携強化は、児

童生徒を加害に向かわせず、健全な育成につなげることを目的としています。 
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